
ＮＥＴ１１９緊急通報システム登録規約の読み替えについて 

 

 登録規約のご確認ありがとうございます。 

ＮＥＴ１１９緊急通報システムは、新潟県内１７消防本部が共同運用するシステムとな

るため、ＮＥＴ１１９緊急通報システムを利用しての緊急通報は全て新潟市消防局が受信

することとなります。 

このことから登録規約の記載と一部差異が生じますが、下記の内容に読み替えてご確認

くださるようお願いします。 

 なお、消防隊や救急隊などの緊急車両は、佐渡市内の消防署・所から出動しますので 

ご安心ください。 

 

記 

 

１ 内 容 

「ＮＥＴ１１９緊急通報システムご登録規約」６（１）のうち、文末カッコ書きの「当消 

防」を「新潟市消防局」と読み替え。 

 

 読み替え（前） 

 

 

 

 

 

読み替え（後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通報地点の管轄消防を検索する機能（暗号通信による通報に通報地点が含まれてい

る場合に利用できます）によって・・・中略・・・他消防において稼働しているときは、

他消防が通信を受信します（このとき以外は当消防が通報を受信します）。 

通報地点の管轄消防を検索する機能（暗号通信による通報に通報地点が含まれてい

る場合に利用できます）によって・・・中略・・・他消防において稼働しているときは、

他消防が通信を受信します（このとき以外は新潟市消防局が通報を受信します）。 

問い合わせ先 

佐渡市消防本部通信指令室  

メ ー ル：fd.shirei@city.sado.niigata.jp 

ファックス：０２５９‐５２－５６５１ 

電 話：０２５９‐５１－０１１９ 


